
特許や実用新案、
商標登録
を考えている

裏面の「エキスパートバンク派遣申込書」にご記入の上、お近くの商工会議所へお申込みください

お気軽にご相談ください この事業は、岐阜県からの補助金を受けています。 2025年4月1日　岐阜商工会議所

「専門家派遣制度」
エキスパートバンクは、様々な問題に直面する企業の経営・技術面の強化を支援する
制度です。要望に応じて、登録されたエキスパート（専門家）を事業所に派遣し、具体
的・実践的なアドバイスによって問題の解決に役立てていただくものです。

エキスパート
バンクとは？

◆こんな時、お役に立ちます！

販売促進
についてアドバイス

が欲しい

集客力の高い
DMやチラシ
を作りたい

後継者や
事業承継

について悩んでいる

創業や
新規事業
を計画している

商品デザインや
店舗レイアウト
を見直したい

初回無料初回無料 秘密厳守秘密厳守
2回目以降は1回につき10,450円（税込）

の自己負担が必要になります。
1事業所につき1事業年度3回以内。

県内小規模企業対象県内小規模企業対象
常時雇用する従業員が

商業・サービス業では5人以下、
その他の事業は20人以下の企業。

相談内容及び
ご相談を受けたことは、
秘密として取り扱います。

申込方法

あなたの会社会社が抱えるお悩みお悩みを専門家専門家が解決解決します！

エキスパートバンク

SNSやIT・AI
を活用したい

経営（改善）計画
や資金計画
を立てたい

生産工程・
品質管理の
改善をしたい

就業規則の整備や
労務環境の改善
を図りたい

税務や相続
に悩んでいる

取引上のトラブル
や法律問題
に困っている

六法

経験豊かな専門家
200名以上が登録しています など

中小企業診断士

弁　護　士

技　術　士

公認会計士

弁　理　士

税　理　士



会議所名 〒 住　所 T E L F A X

岐 阜 商 工 会 議 所 500-8727 岐阜市神田町2-2 058-264-2135 058-265-6001

大 垣 商 工 会 議 所 503-8565 大垣市小野4-35-10  大垣市情報工房 0584-78-9111 0584-78-9112

高 山 商 工 会 議 所 506-8678 高山市天満町5-1 0577-32-0380 0577-34-5379

多治見商工会議所 507-8608 多治見市新町1-23 0572-25-5000 0572-22-6100

関 商 工 会 議 所 501-3886 関市本町1-4 0575-22-2266 0575-24-6102

中津川商工会議所 508-0045 中津川市かやの木町1-20 0573-65-2154 0573-65-2157

美 濃 商 工 会 議 所 501-3743 美濃市上条78-7 0575-33-2168 0575-33-3183

神 岡 商 工 会 議 所 506-1161 飛騨市神岡町船津1325-3 0578-82-1130 0578-82-5870

土 岐 商 工 会 議 所 509-5121 土岐市土岐津町高山4 0572-54-1131 0572-54-1188

瑞 浪 商 工 会 議 所 509-6121 瑞浪市寺河戸町1043-2 0572-67-2222 0572-67-2230

恵 那 商 工 会 議 所 509-7203 恵那市長島町正家1-5-11 0573-26-1211 0573-25-6173

各務原商工会議所 504-0912 各務原市那加桜町2-186 058-382-7101 058-371-0100

美濃加茂商工会議所 505-0042 美濃加茂市太田本町1-1-20 0574-24-0123 0574-24-0120

可 児 商 工 会 議 所 509-0214 可児市広見1-5 0574-61-0011 0574-63-1856

羽 島 商 工 会 議 所 501-6241 羽島市竹鼻町2635 058-392-9664 058-392-6708

【お申込・お問合せ】

エキスパートバンク派遣申込書

【注意事項】
● ご記載の相談内容に応じて、商工会議所の担当職員がエキスパートを選定します。
　お客様からエキスパートの指名をすることはできません。
● 申請から相談まで最短で10営業日要します。
　「明日アドバイスを受けたい」と言った至急なご相談には対応致しかねます。　
　 ※相談内容によっては10営業日以上要する場合があります。余裕を持ってご相談ください。

御中 20  　　　 年 　　　　 月 　　　　 日

企業名 代表者名

所在地 T E L

業　種 開業年月

従業員数　　　　　　　人　（内パート　　　　　　　人） 担当者名

具体的な相談内容  ※事業所様で専門家の指名はできません。

太枠の中をご記入後、最寄りの商工会議所に提出してください。


